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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第５区分
【発行日】令和1年12月26日(2019.12.26)

【公開番号】特開2019-1273(P2019-1273A)
【公開日】平成31年1月10日(2019.1.10)
【年通号数】公開・登録公報2019-001
【出願番号】特願2017-116784(P2017-116784)
【国際特許分類】
   Ｂ６２Ｄ   6/00     (2006.01)
   Ｂ６２Ｄ   5/04     (2006.01)
   Ｂ６２Ｄ 113/00     (2006.01)
   Ｂ６２Ｄ 119/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ６２Ｄ    6/00     　　　　
   Ｂ６２Ｄ    5/04     　　　　
   Ｂ６２Ｄ  113:00     　　　　
   Ｂ６２Ｄ  119:00     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和1年11月15日(2019.11.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　操舵入力装置（４１）および転舵装置（４２）を有する車両（５００）の操舵支援装置
（１０）であって、
　前記車両の運転者の身体姿勢を検出する身体姿勢検出部（２３）と、
　前記車両の走行状態または走路情報の少なくともいずれか一方に基づいて決定された転
舵角を実現するように前記転舵装置の駆動を制御する自動操舵モードを実行する自動操舵
モードの実行中に、前記検出された身体姿勢に応じて、操舵角の変化量に対する転舵角の
変化量の比である伝達比を設定する伝達比設定部（１０１、Ｐ２）とを備える、車両の操
舵支援装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の車両の操舵支援装置において、
　前記身体姿勢検出部は、前記運転者の身体の一部と前記操舵入力装置との物理的な位置
関係を検出し、
　前記伝達比設定部は、検出された前記物理的な位置関係に応じて前記伝達比を設定する
、車両の操舵支援装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の車両の操舵支援装置において、
　前記伝達比設定部は、前記運転者の身体の一部が前記操舵入力装置と接触すると判定し
た場合に、前記伝達比を無限大に設定する、車両の操舵支援装置。
【請求項４】
　請求項２または３に記載の車両の操舵支援装置において、
　前記伝達比設定部は、前記運転者の身体の一部と前記操舵入力装置との距離が予め定め
られた判定値よりも小さい場合に、前記伝達比を、前記距離が前記判定値よりも大きい場
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合の伝達比よりも大きな値に設定する、車両の操舵支援装置。
【請求項５】
　請求項２から請求項４のいずれか一項に記載の車両の操舵支援装置はさらに、
　前記運転者の身体の一部と前記操舵入力装置との距離が予め定められた判定値よりも小
さい場合に、前記伝達比の設定前に報知を実行する報知部（５０）を備える、車両の操舵
支援装置。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか一項に記載の車両の操舵支援装置において、
　前記身体姿勢検出部は、前記運転者を撮像する撮像装置である、車両の操舵支援装置。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれか一項に記載の車両の操舵支援装置は、
　前記自動操舵モードを実行する操舵制御部（１０１、Ｐ１）と、
　前記操舵角と前記転舵角との間に差動角を発生させる舵角可変装置（７０）とを備え、
前記操舵制御部はさらに、設定した前記伝達比を用いて前記舵角可変装置を制御する、車
両の操舵支援装置。
【請求項８】
　請求項１から６のいずれか一項に記載の車両の操舵支援装置は、
　前記自動操舵モードを実行する操舵制御部（１０１、Ｐ１）と、
　前記操舵入力装置を駆動する操舵駆動部（３１）とを備え、
　前記操舵入力装置と前記転舵装置とは機械的に接続されておらず、
　前記操舵制御部はさらに、設定した前記伝達比を用いて前記操舵駆動部を制御する、車
両の操舵支援装置。
【請求項９】
　操舵入力装置（４１）および転舵装置（４２）を有する車両（５００）における操舵支
援制御方法であって、
　前記車両の運転者の身体姿勢を検出し、
　前記車両の走行状態または走路情報の少なくともいずれか一方に基づいて決定された前
記転舵角を実現するように前記転舵装置の駆動を制御する自動操舵モードの実行中に、前
記検出された身体姿勢に応じて、操舵角の変化量に対する転舵角の変化量の比である伝達
比を設定する、車両における操舵支援制御方法。
【請求項１０】
　操舵入力装置（４１）および転舵装置（４２）を有する車両（５００）における操舵支
援制御プログラムであって、
　前記車両の運転者の身体姿勢を検出するための機能と、
　前記車両の走行状態または走路情報の少なくともいずれか一方に基づいて決定された前
記転舵角を実現するように前記転舵装置の駆動を制御する自動操舵モードの実行中に、前
記検出された身体姿勢に応じて、操舵角の変化量に対する転舵角の変化量の比である伝達
比を設定するための機能とを、コンピュータによって実現させる、車両における操舵支援
制御プログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　第１の態様は、車両の操舵支援装置を提供する。第１の車両の操舵支援装置は、前記転
舵装置を駆動する転舵装置駆動部と、前記車両の運転者の身体姿勢を検出する身体姿勢検
出部と、前記車両の走行状態または走路情報の少なくともいずれか一方に基づいて決定さ
れた転舵角を実現するように前記転舵装置の駆動を制御する自動操舵モードを実行する自
動操舵モードの実行中に、前記検出された身体姿勢に応じて、操舵角の変化量に対する転



(3) JP 2019-1273 A5 2019.12.26

舵角の変化量の比である伝達比を設定する伝達比設定部とを備える。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　第２の態様は、操舵入力装置および転舵装置を有する車両の操舵支援制御方法を提供す
る。第２の態様に係る車両の操舵支援制御方法は、前記車両の運転者の身体姿勢を検出し
、前記車両の走行状態または走路情報の少なくともいずれか一方に基づいて決定された前
記転舵角を実現するように前記転舵装置の駆動を制御する自動操舵モードの実行中に、前
記検出された身体姿勢に応じて、操舵角の変化量に対する転舵角の変化量の比である伝達
比を設定する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　第２の態様係る車両の操舵支援制御方法によれば、自動操舵モードの実行中に、検出さ
れた身体姿勢に応じて伝達比を設定するので、自動操舵モードが実行されている際に、運
転者の身体姿勢に応じた伝達比にて操舵入力装置を作動させることができる。
　第３の態様は、操舵入力装置および転舵装置を有する車両における操舵支援制御プログ
ラムを提供する。第３の態様に係る操舵支援制御プログラムは、前記車両の運転者の身体
姿勢を検出するための機能と、前記車両の走行状態または走路情報の少なくともいずれか
一方に基づいて決定された前記転舵角を実現するように前記転舵装置の駆動を制御する自
動操舵モードの実行中に、前記検出された身体姿勢に応じて、操舵角の変化量に対する転
舵角の変化量の比である伝達比を設定するための機能とを、コンピュータによって実現さ
せる。第３の態様に係る操舵支援制御プログラムによれば、第２の態様に係る車両におけ
る操舵支援制御方法と同様の利点を得ることができる。
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